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鯖江市社会福祉協議会
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社協マスコット募集
豊まちイス設置

令和4年度社協会費
高齢者・障害者日常生活自立支援センター

5民生委員の日／苦情窓口の設置
…………………………………6各種相談

 豊地区社会福祉協議会では、『イスは最小のコミュニティーである』をコンセプトに『豊まちイス』の製作に取り
組み、3月25日に各町内公民館にお届けしました。その後、それぞれの町内で場所を決めて設置されていますので、
ぜひ皆さん探して利用してください。
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　市社協の事業・活動の財源は市民のみなさまにお願いする会費、行政からの補助金、受託金、介護サービスの
収益、共同募金の助成金などがありますが、なかでも会費は民間の福祉祉団体として自主的な活動を進めていく
上で貴重な財源となっています。本年も普通会費、賛助会費、特別賛助会費についてみなさまのご協力よろしく
お願いします。

　6月より全世帯へ区長さんを通じてお願いしており
ますので、封筒が届きましたら、ご協力をお願い
します。
　また、2,000 円以上ご協力いただいた方は、「特
別会員」として「社協だより」にご芳名を掲載さ
せていただきます。

　全世帯にお願いする普通会費とあわせて、社協の
活動に賛同いただける個人・企業には、『賛助会費・
特別賛助会費』のご協力をお願いしております。ご
協力いただいた方のお名前は、「社協だより」にご
芳名を掲載させていただきます。

賛助会費普通会費
特別賛助会費

ご協力いただいた会費はこのように使われています。ご協力いただいた会費はこのように使われています。
地区社会福祉協議会が行う
事業を支援するために

生き生きと住み慣れた地域で
暮らすために

目安額　1世帯あたり500円 1口　  3,000円

1口　10,000円

令和4年度　社協会費 にご協力お願いします令和4年度　社協会費 にご協力お願いします令和4年度　社協会費 にご協力お願いします令和4年度　社協会費 にご協力お願いします

　地域に合った福祉事業の推進を図ることを
目的に、市内 10地区に「地区社会福祉協議会」
を設置しています。地区社協には、育成費と
して『普通会費』が配分されています。

ボランティア活動の支援
新たな人材育成のために
　福祉ボランティア
の活動支援や、点訳、
音訳、手話等のボラ
ンティア養成講座、
勉強会等を開催して
います。

　幼児から大人まで一緒に人形劇を鑑賞し、
情操教育を中心とした交流の輪を広げること
を目的に年１回開催しています。

福祉教育の推進事業
（福祉学習）

手話奉仕員養成講座

地域ネットワーク推進事業
（子ども交流事業）

　弁護士による無料法律
相談を月2回開催してい
ます。だれでも悩みを無
料で相談できます。

思いやりの心を育むために

福祉教育事業
 依頼があった小学校
に福祉学習の機会を提
供しています。

人と人がつながる温かい
　地域づくりを目指すために



～生活支援員募集中～
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　自分ひとりで契約などの判断をする
ことが不安な方や、お金の管理に困っ
ている方などをお手伝いし、できるだ
け自立して地域で生活が送れるよう福
祉サービスの利用手続きや、それに付
随した日常的な金銭管理のお手伝いを
して、いきいきと安心して暮らせるよ
うにサポートします。

●対象となる方
　鯖江市にお住まいで、認知症や知的
障がい、精神障がいなどにより、判断
能力が不十分な方。（診断・手帳の有
無は問いません）

　※契約することが理解できないほど
　　判断能力が低下されている場合、
　　また判断能力があって身体障がい
　　のみの理由による場合は本事業を
　　利用することができません。
　※ご相談は無料ですがサービスは有
　　料です。

　生活支援員とは、福祉サービス利用援助事業利用者のお宅などを定期的に訪問し、必要に応じた
福祉サービス利用の援助や預貯金の出し入れ、支払い代行など、支援計画に基づいた支援を実際に
行うこの事業の担い手です。

♦募集人員 若干名
♦採用時期 随時
♦業務内容　支援計画に基づいた具体的な援助業務
♦勤務時間 1回の支援につき1時間程度（月～金の間で要相談）
♦給　　与 1時間　860円
♦応募資格 普通自動車免許
♦応募書類 履歴書(写真貼付のもの)×1部

次のようなことで、
　困ったことはありませんか？

～生活支援員募集中～～生活支援員募集中～

【お問い合せ先】
　鯖江市高齢者・障害者日常生活自立支援センター
　住所：神明町5-5-37　鯖江市社会福祉協議会　鳥羽事業所内
　☎ 51-1839　FAX 51-8805

あんしん暮らしの をお手伝いします！あんしん暮らしの をお手伝いします！暮らしの をお手伝いします！あんしん

書類がたくさん届くけど、
どう手続きしたらいいか
分からない。 福祉サービスの

利用が自分の判断
でできない。

計画的にお金を
使いたいけれど、
いつも迷ってしまう。

福祉サービス
利用料の支払い
ができない。

お金の使い方に
不安がある。

通帳の管理
が心配。

福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
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こんなこと悩みありませんか？
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相談時間
　月曜日～金曜日 午前 9時～午後 5時（祝日・年末年始は除きます。）
　☎　0776－24－2347　／　Fax 0776－24－8942
　Ｅ-mail  kujyo@f-shakyo.or.jp

福井県運営適正化委員会
（〒910-8516 福井市光陽 2丁目 3-22　福井県社会福祉協議会内）

ヘルパーさんの
訪問時間を
守ってほしい

施設での
食事メニューを
工夫してほしい

サービスの
内容が契約
と違う

職員の言葉や
態度に不愉快な
思いをした
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　介護予防の知識を学んで、介護予防教室での参加者への声掛けを行っていただけるサポーターになり、地域で
活躍していただける方を大募集！！

　日時　① ６月 10日 ( 金 ) 13：30～ 15：30　　② ６月 17日 ( 金 )   9：30～ 11：30　　　　
　　　　③ ６月 24日 ( 金 )   9：30～ 11：30　　④ ７月 １ 日 ( 金 ) 13：30～ 15：30
　場所　アイアイ鯖江・多目的ホール
　対象　市内在住でボランティア活動に関心があり、講座受講後に活動できる人
　定員　15名程度　※定員になり次第締め切り
　問い合わせ・申込先　社会福祉協議会　☎ 51－0091

▶社会福祉法人　鯖江市社会福祉協議会　〒916-0022 鯖江市水落町 2丁目 30番 1号　アイアイ鯖江・健康福祉センター内
▶TEL（代）0778-51-0091　FAX 0778-51-8079
　　　　　　　総務課　　　　地域福祉・総務課 /鯖江市ボランティアセンター
　　　　　　　介護保険課　　居宅介護支援事業所 /ホームヘルプサービスセンター /デイサービスセンター
　　　　　　　鯖江市共同募金委員会

▶地域包括支援センター　神明　▶TEL 0778-51-2840　FAX 0778-51-8079

▶鳥羽事業所　〒916-0017 鯖江市神明町 5丁目 5番 37号　▶TEL 0778-51-1839　FAX 0778-51-8805
　　　　　　　デイサービスセンターなかま　放課後等デイサービスセンター・日中一時支援
　　　　　　　鯖江市高齢者・障害者日常生活自立支援センター　鯖江市障害者生活支援センター

無料法律相談

問合せ先　アイアイ鯖江　☎51-0091

問合せ先　鳥羽事業所　☎51-1839

各種相談・交流の場の案内各種相談・交流の場の案内各種相談・交流の場の案内
相談内容 時間 開催日

弁護士が法律に関する相談に応じます
※相談日の 1週間前から予約開始
※会場の都合により中止になる場合があります。

13:30～16:30

16:00～18:00 6 / 23、7 / 28

6 / 6、6 / 20
7 / 4、7 / 11

たくみ会
（発達の悩み
相談会）

障がいのある児童の保護者のための
相談・交流の場
会場　鳥羽事業所なかま

寄付
皆さんからのあたたかい心遣いありがとうございます。
社会福祉協議会への寄付は税制控除の対象となります。

ダイナム福井鯖江店　様

新型コロナウイルス感染拡大により、急遽変更になる場合があります。

♡若林昌利様　　吸水パット×6、紙おむつ×1

♡匿名　　子供用車イス

♡ダイナム福井鯖江店様　　ひざ掛け×1、ドリップコーヒー×1
　　　　　　　　　　　　　コーンポタージュ×1、カフェ・オレ×２
　　　　　　　　　　　　　ホットケーキミックス×１

♡光照山仏教婦人会様　　10,000 円

令和4年3月16日～5月12日まで

社会福祉協議会では、様々な相談や交流の場を
提供していますので、ぜひ活用してください。

さばえ♡いきいきサポーター養成講座参加者募集！！さばえ♡いきいきサポーター養成講座参加者募集！！

※全 4回ご参加ください

福祉機器
として
無料貸出
いたします
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